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農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
作
物
共
済

一

全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
地
域
指
定
制
を
廃
止
し
、
引
受
方
式

に
つ
い
て
、
一
筆
単
位
方
式
、
半
相
殺
農
家
単
位
方
式
、
全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
の
中
か
ら
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
業
共
済
組
合
又
は
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。

）
が
共
済
規
程
又
は
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
共
済
規
程
等
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
百
六
条
第
一
項
、
第
百
五
十
条
の
三
の
二
及
び
第
百
五
十
条
の
三
の
五
第
一
項
関
係
）

二

支
払
開
始
損
害
割
合
に
つ
い
て
、
一
筆
単
位
方
式
に
あ
っ
て
は
百
分
の
三
十
、
半
相
殺
農
家
単
位
方
式
に
あ
っ
て
は
百

分
の
二
十
、
全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
に
あ
っ
て
は
百
分
の
十
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
二
以
上
の
割
合
の
う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
百
五
十
条
の
三
の
三
第
一
項
関
係
）

三

災
害
収
入
共
済
方
式
に
つ
い
て
、
品
種
、
栽
培
方
法
等
に
よ
る
区
分
を
導
入
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
十
条
の
三
の
三
及
び
第
百
五
十
条
の
三
の
四
関
係
）
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四

水
稲
病
虫
害
事
故
除
外
に
係
る
病
虫
害
防
止
費
の
補
助
及
び
水
稲
病
虫
害
損
害
防
止
給
付
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
の
二
及
び
第
百
五
十
条
の
五
関
係
）

五

農
業
共
済
組
合
の
組
合
員
は
、
共
済
細
目
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
共
済
細
目
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方

法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
）

第
二

家
畜
共
済

一

乳
牛
の
子
牛
及
び
胎
児
は
、
共
済
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
家
畜
共
済
の
共
済
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
四
条
第
二
項
関
係
）

二

組
合
等
と
の
間
に
包
括
共
済
関
係
の
存
す
る
者
は
、
当
該
組
合
等
が
子
牛
及
び
牛
の
胎
児
を
そ
の
家
畜
共
済
に
お
い
て

そ
の
共
済
目
的
と
し
て
い
る
と
き
は
、
包
括
共
済
対
象
家
畜
の
種
類
ご
と
及
び
共
済
掛
金
期
間
ご
と
に
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
組
合
等
に
対
し
、
子
牛
及
び
牛
の
胎
児
を
共
済
目
的
と
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
一
条
の
九
関
係
）

三

牛
の
胎
児
の
価
額
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
等
が
定
め
る
金
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
四
条
の
二
第
三
項
関
係
）
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四

死
亡
又
は
廃
用
に
よ
り
支
払
う
共
済
金
は
、
共
済
金
額
に
応
じ
及
び
地
域
別
等
の
区
分
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
金
額
を
限
度
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
十
第
一
項
関
係
）

第
三

収
穫
共
済

一

収
穫
共
済
の
共
済
目
的
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
樹
園
地
単
位
方
式
を
導
入
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
十
条
の
五
の
十
三
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
十
四
関
係
）

二

全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
地
域
指
定
制
を
廃
止
し
、
引
受
方
式

に
つ
い
て
、
樹
園
地
単
位
方
式
、
半
相
殺
農
家
単
位
方
式
、
全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
の
中
か
ら

、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
五
条
第
十
一
項
、
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
五
の
十
三
第
一
項
関
係
）

第
四

畑
作
物
共
済

一

組
合
等
が
現
に
行
っ
て
い
る
畑
作
物
共
済
に
お
い
て
そ
の
共
済
目
的
の
種
類
と
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
対
象
農
作
物

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
共
済
規
程
等
で
共
済
目
的
の
種
類
に
応
じ
て
区
分
を
定
め
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
対
象

農
作
物
等
に
代
え
て
、
当
該
区
分
ご
と
に
、
当
該
区
分
に
係
る
対
象
農
作
物
等
の
す
べ
て
に
つ
い
て
申
込
み
を
す
れ
ば
足
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り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
条
の
十
二
第
三
項
関
係
）

二

畑
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
農
作
物
に
つ
い
て
、
一
筆
単
位
方
式
を
導
入
す
る
こ
と
。

（
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
関
係
）

三

全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
地
域
指
定
制
を
廃
止
し
、
引
受
方
式

に
つ
い
て
、
一
筆
単
位
方
式
、
半
相
殺
農
家
単
位
方
式
、
全
相
殺
農
家
単
位
方
式
及
び
災
害
収
入
共
済
方
式
の
中
か
ら
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
組
合
等
が
共
済
規
程
等
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
関
係
）

第
五

農
業
共
済
団
体
の
組
織

一

農
業
共
済
団
体
の
組
合
員
は
、
書
面
又
は
代
理
人
を
も
っ
て
選
挙
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
六
項
関
係
）

二

農
業
共
済
団
体
が
定
款
で
規
定
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
共
済
掛
金
又
は
保
険
料
そ
の
他
の
事
項
に

つ
い
て
は
、
新
た
に
設
け
る
共
済
規
程
又
は
保
険
規
程
で
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
関
係
）
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三

定
款
又
は
共
済
規
程
若
し
く
は
保
険
規
程
の
変
更
の
う
ち
軽
微
な
事
項
に
係
る
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
庁
の
認
可

を
受
け
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
届
出
を
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
関
係
）

第
六

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


